
日薬業発第２６１号 

平成２３年９月６日 

 

都道府県薬剤師会会長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

向 精 神 薬 取 扱 い の 手 引 に つ い て 

 

標記につきまして、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長から、「病

院・診療所における向精神薬取扱いの手引」、「薬局における向精神薬取扱いの

手引」及び「試験研究施設における向精神薬取扱いの手引」が新たに取りまと

められたことについて別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

従来の手引からの主な変更点は、ペンタゾシン、ブプレノルフィン等の向精

神薬注射剤の厳重管理、メチルフェニデート製剤の流通管理に関するものです。

その他、関係法令等との整合性が図られています。 

 つきましては、貴会会員に周知下さるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．病院・診療所における向精神薬取扱いの手引（平成２３年９月） 

２．薬局における向精神薬取扱いの手引（平成２３年９月） 

３．試験研究施設における向精神薬取扱いの手引（平成２３年９月） 

以 上 

 

 

 

 

 












































